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栃 木 市 農 業 委 員 会 総 会 
開催日時  令和７年９月２４日（金） 午後２時３０分 

開催場所  栃木市役所本庁舎３階   正庁    

出席委員 

１若色 昭松   ２五十畑節子   ３石塚 一彦      ４泉田 裕美 

５小林真理子   ６大塚 幸八    ８毛塚 登      ９青木 則夫    

 １０田谷 安久  １１田中 徹    １２野尻 真悟  １３生澤 良一     

 １４鈴木美智子  １５巻島 陽一  １６大谷 朗      １７早乙女とみ 

１８渡邉 昭男    １９中田 秀雄   ２０田中 健一   ２１縫村 啓子   

欠席委員  ７糸井世志江  

農業委員会事務局職員 

事務局長       熊倉 宜和    次長兼農委総務係長  高久 完治 

農地調整係長       田沼 篤      主  査                佐藤 真沙人 

主  任                岡 剛伯          主  事              五十畑 博規 

    

会議事件 

議案第１号 

議案第２号 

議案第３号 

議案第４号  

議案第５号 

議案第６号 

議案第７号 

議案第８号 

 

議案第９号 

 

 報告第１号 

 

報告第２号 

 

報告第３号 

報告第４号 

 

 

 

 

 

 

農地法第３条の規定による許可申請について 

農地法第４条の規定による許可申請について 

農地法第５条の規定による許可申請について 

非農地証明願について 

栃木県農業振興地域整備計画の変更（軽微な変更）について 

栃木県農業振興地域整備計画の変更について 

栃木県農業振興地域整備計画の変更（非農地証明見込地）について 

農地中間管理事業の推進に関する法律により市が作成する農用地利

用集積等促進計画案に対する意見について 

農地中間管理事業の推進に関する法律による農用地利用集積等促進

計画作成（所有権の移転）に係る要請について 

農地法第４条第１項第７号の規定による農地転用届出書の専決処理

の報告について 

農地法第 5 条第１項第６号の規定による農地転用届出書の専決処理

の報告について 

農地法第１８条第６項の規定による通知受理状況の報告について 

使用貸借契約解約通知書受理状況の報告について 
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開会の宣言 

事務局長 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

議事録署名 

議  長 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

会議書記指名 

議  長 

 

 

議  事  

議  長 

 

 

 

五十畑主事 

 

 

 

 

 

 

 

それでは、ただ今から、令和７年９月栃木市農業委員会総会を開会

いたします。若色会長よりごあいさつをお願いします。 

 

（会長あいさつ） 

 

 ありがとうございました。 

 本日は７番糸井委員から欠席の届出がありました。ただ今の出席

委員は２０名で、定足数に達しておりますので、総会は成立しており

ます。それでは、総会規則第５条により、議事の進行は若色会長にお

願いします。 

 

 

それでは、これより議事に入ります。 

まず、日程第１の議事録署名委員の指名を行います。 

栃木市農業委員会総会規則第１８条第２項に規定する議事録署名

委員ですが、議長から指名させていただくことに、ご異議ありません

か。 

（異議なしの声） 

 

それでは、議事録署名委員は、８番毛塚登委員、９番青木則夫委員

にお願いいたします。 

 

 

日程第２、会議書記の指名を行います。本日の会議書記には、事務

局職員の佐藤真沙人氏と岡剛伯氏を指名いたします。 

 

 

それでは、日程第３の議案審議に入ります。 

議案第１号「農地法第３条の規定による許可申請について」を、議

題とします。事務局より議案の説明をお願いします。 

 

議案書２ページをご覧ください。 

今月の申請は、所有権の移転が７件ありました。申請者、土地の表

示等については記載のとおりです。 

  

 １番については、経営規模拡大のため、現在借りている農地を売買

により取得する申請です。 

譲受人は、鍋山町を中心に米・そばを作付しています。申請地でも
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そばを作付する予定です。スクリーンをご覧ください。 

（写真説明） 

 

2 番、3 番については、経営規模拡大のため、農地を売買により取

得する申請です。２筆を別々の所有者から購入するため、番号が別と

なっております。 

譲受人は、星野町を中心に米・梅・甘茶を作付しています。申請地

では、梅・甘茶を作付する予定です。スクリーンをご覧ください。 

（写真説明） 

 

4 番については、経営規模拡大のため、農地を売買により取得する

申請です。 

譲受人は、惣社町を中心に米・ニラ・麦を作付けしています。申請

地でも、ニラ・麦を作付する予定です。スクリーンをご覧ください。 

（写真説明） 

 

5 番については、経営規模拡大のため、農地を贈与により取得する

申請です。 

譲受人は、藤岡町部屋を中心に米を作付けしています。申請地で

も、米を作付する予定です。スクリーンをご覧ください。 

（写真説明） 

 

６番については、経営規模拡大のため、現在借りている農地を売買

により取得する申請です。 

譲受人は、藤岡町部屋を中心に米・麦・大根・ニラ・ネギ等を作付

けしています。申請地でも、米・麦を作付する予定です。スクリーン

をご覧ください。 

（写真説明） 

 

7 番については、経営規模拡大のため、農地を贈与により取得する

申請です。 

譲受人は、藤岡町藤岡を中心に米・麦・大根・ニラ・ネギ等を作付

しています。申請地でも、米・麦を作付する予定です。スクリーンを

ご覧ください。 

（写真説明） 

 

以上７件の申請につきましては、法第３条第２項各号には該当し

ないため、許可要件のすべてを満たしております。ご審議よろしくお

願いいたします。 
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議  長 

 

 

北部調査委員長

（生澤委員） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

南部調査委員長 

（大谷委員） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

 

議  長 

 

 

 

 

議  長 

 

 

ただ今の事務局の説明に関連して、事前調査委員長から調査の結

果をお願いします。北部調査委員長お願いします。 

 

今回の北部調査委員長の１３番生澤です。 

今回は私と８番毛塚委員、２１番縫村委員の３名と事務局２名で、

２２日月曜日に事前調査を行いました。それでは調査の結果を報告

いたします。 

今回北部は、所有権移転の申請が４件ありました。 

書類審査および現地調査を行いましたが、申請書類に不備はなく、

現地の状況等も確認した結果、特に問題はないと思われるため、許可

することが妥当であると考えます。 

以上が調査内容の報告であります。皆様のご審議よろしくお願い

します。 

 

ありがとうございました。南部調査委員長お願いします。 

 

今回の南部調査委員長の１６番大谷です。 

今回は私と１４番鈴木委員、１９番中田委員の３名と事務局２名

で、１９日金曜日に事前調査を行いました。それでは調査の結果を報

告いたします。 

今回南部は、所有権移転の申請が３件ありました。 

書類審査及び現地調査を行いましたが、申請書類に不備はなく、現

地の状況等も確認した結果、特に問題はないと思われるため、許可す

ることが妥当であると考えます。 

以上が調査内容の報告であります。皆様のご審議よろしくお願い

します。 

 

ありがとうございました。 

これより、質疑に入ります。発言のある方は挙手をお願いします。 

（質疑なし） 

 

発言がないようですので、採決いたします。 

議案第１号について、原案のとおり許可することにご異議ござい

ませんか。 

（異議なしの声） 

 

異議なしと認め、議案第１号は原案のとおり許可することに決定

いたしました。 

 



5 
 

議  長 

 

 

佐藤主査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

北部調査委員長 

（生澤委員） 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

鈴木委員 

 

 次に、議案第２号「農地法第４条の規定による許可申請について」

を、議題とします。事務局より議案の説明をお願いします。 

 

議案書の４ページをご覧ください。 

今回は、１件の申請がありました。申請者・土地の表示等について

は記載のとおりです。 

 

１番については、既に農家住宅として利用している農地を是正す

る転用です。地図は１ページです。 

申請地は現在農家住宅敷地として利用しております。 

この度自宅の建て替えに伴い調査したところ、農地台帳上の農地

部分と宅地部分が現状と違うことが判明しました。 

農地の区分は、農地の広がりが１０ha 以上の第１種農地ですが、

集落に接続するため例外規定に該当します。 

なお、農地を住宅敷地として利用してきたことについては、始末書

が添付されております。 

取水は上水道、排水は農業集落排水、雨水は自然浸透です。スクリ

ーンをご覧ください。 

（写真説明） 

 

以上１件の申請については、他法令の許認可の見込み等により転

用の確実性も問題はないと考えられます。ご審議よろしくお願いい

たします。 

 

ただ今の事務局の説明に関連して、事前調査委員長から調査の結

果をお願いします。北部調査委員長お願いします。 

 

今回北部は、農家住宅の申請が１件ありました。 

書類審査及び現地調査を行いましたが、申請書類に不備はなく、許

可基準を満たしており、周辺農地への影響はないと思われるため、許

可することが妥当であると考えます。 

以上が調査内容の報告であります。皆様のご審議よろしくお願い

します。 

 

ありがとうございました。ここで地元委員の意見を伺います。 

番号１番について、１４番鈴木委員お願いします。 

 

１４番鈴木です。 

１番の案件ですが、事務局および調査委員長の説明のとおり、何の
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議  長 

 

 

 

議  長 

 

 

 

 

議  長 

 

 

議  長 

 

 

佐藤主査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題もないと思われます。皆様のご審議の程よろしくお願いします。 

 

ありがとうございました。 

これより、質疑に入ります。発言のある方は挙手をお願いします。 

（質疑なし） 

 

発言がないようですので、採決いたします。 

議案第２号は、原案のとおり許可することにご異議ございません

か。 

（異議なしの声） 

 

異議なしと認め、議案第２号は、原案のとおり許可することに決定

いたしました。 

 

次に、議案第３号「農地法第５条の規定による許可申請について」

を、議題とします。事務局より議案の説明をお願いします。 

 

議案書の６ページをご覧ください。 

今回は９件の申請がありました。申請者・土地の表示等については

記載のとおりです。 

 

１番については、一般住宅への転用です。地図は２ページです。 

事業計画者は、令和５年８月に結婚しましたが、それぞれの実家で

暮らしています。各々の実家は手狭であり、二人の暮らすスペースが

確保できないことから住宅の建築を計画しました。 

申請地は父が所有し、実家の近隣地であり、将来の親の面倒をみる

ことや子育て等のことを考え、申請地として選定しました。 

農地の区分は、農地の広がりが１０ha 以上の第１種農地ですが、

集落に接続し、土地の代替性が無いため、不許可の例外規定に該当し

ます。 

取水は上水道、排水は合併浄化槽処理後敷地内処理、雨水は自然浸

透です。スクリーンをご覧ください。 

（写真説明） 

 

２番については、一般住宅への転用です。地図は３ページです。 

事業計画者は、市内の貸家に妻と子供ともに居住しておりますが、

両親が高齢になり、実家近くに住み、両親を支えたいと考え、住宅の

建築を計画しました。両親に相談したところ実家隣接地の土地を提

供してもよいとの返事を貰えたこともあり、今回の申出地が適地と
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岡主任 

 

 

 

判断しました。 

農地区分は、農地の広がり 10ha 以上の第１種農地でありますが、

集落に接続し、土地の代替性が無いため、不許可の例外規定に該当し

ます。 

取水は上水道、排水は合併浄化槽処理後敷地内処理、雨水は自然浸

透です。スクリーンをご覧ください。 

（写真説明） 

 

３番については、砂利採取及び表土置場への転用です。地図は４ペ

ージです。 

事業計画者は、砂利採取事業を行う法人です。申請地は、良質な砂

利の採取が見込まれるため、事業地として砂利採取事業を計画しま

した。なお、本件は令和 7 年 5 月に一時転用許可した案件の砂利採

取と表土置場を入れ替えて申請するものです。 

農地の区分は、農用地でありますが、一時転用であるため不許可の

例外規定に該当します。 

取水、排水はなく、雨水は自然浸透です。スクリーンをご覧くださ

い。 

（写真説明） 

 

４番については、倉庫兼資材置場への転用です。地図は５ページで

す。 

事業計画者は、建築工事全般を営む個人事業主です。事業所は近接

地にあり、長年に渡り倉庫兼資材置場として利用しておりました。こ

の度、所有者から土地の取得依頼があり地目整理したところ、農地で

あったことから是正のための申請となります。 

なお、農地を倉庫兼資材置場敷地として利用してきたことについ

ては、始末書が添付されております。 

農地区分は、農地の広がり 10ha 以上の第１種農地でありますが、

集落に居住する者の業務上必要な施設であるため、不許可の例外規

定に該当します。 

新たな取水、排水はなく、雨水は自然浸透です。スクリーンをご覧

ください。 

（写真説明） 

 

５番については、一般住宅への転用です。地図は６ページです。 

事業計画者は、上三川町のアパートにて、妻と共に居住しておりま

すが、現在の住居では手狭であり、将来の生活を考え、住宅の建築を

計画しました。 
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申請地は母が所有し、両親の家に隣接するため、長男として実家を

継ぐことも考慮し申請地として選定しました。 

農地の区分は、農地の広がりが１０ha 以上の第１種農地ですが、

集落に接続し、土地の代替性が無いため、不許可の例外規定に該当し

ます。 

取水は上水道、排水は合併浄化槽処理後排水路へ放流、雨水は自然

浸透です。スクリーンをご覧ください。 

（写真説明） 

 

６番については、一般住宅への転用です。地図は７ページです。 

事業計画者は、大平町西野田の実家にて両親、姉と同居しておりま

すが、手狭になり、独立するために住宅の建築を計画しました。 

申請地は宅地化が進んでおり周辺農地への影響も少なく、父の所

有する土地を借りることができることから申請地として選定しまし

た。 

農地の区分は、古澤歯科医院およびほしの整骨院から５００ｍ以

内の第３種農地であり、原則許可です。 

取水は上水道、排水は下水道放流、雨水は自然浸透です。スクリー

ンをご覧ください。 

（写真説明） 

 

７番については、資材置場への転用です。地図は８ページです。 

事業計画者は、自動車・中古トラックの買取・販売の事業を営んで

おります。 

北関東エリアの事業所を栃木市に構え、２２０台前後の車両を保

有しており、現在の敷地では常に在庫の車両で満杯の状態です。さら

にネットでの集客から地域密着型販売を主とする販売方針の変化に

より、店舗での在庫を多く持つ必要があることから今回の申請地を

資材置場、すなわち販売する自動車、中古トラック及び中古重機等の

商品展示場として整備することを計画しました。 

申請地は現在使用している店舗敷地と近接するため利便性が良

く、また国道 50 号に面しており、商品展示場として最良であるた

め選定しました。 

なお、既に申請地に砂利を敷いて利用してきたことについては、始

末書が添付されております。 

農地の区分は、農地の広がりが１０ha 以上の第１種農地ですが、

隣接地する土地と一体として同一の事業目的に供するため、不許可

の例外規定に該当します。 

取水、排水は無く、雨水は自然浸透です。スクリーンをご覧くださ
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議  長 

 

 

北部調査委員長 

（生澤委員） 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

南部調査委員長 

（大谷委員） 

 

 

い。 

（写真説明） 

 

８番、９番については、太陽光発電設備への転用です。事業計画者

が同一であるため、一括でご説明いたします。地図は９ページ、１０

ページです。 

事業計画者は、太陽光発電事業を営む法人です。再生エネルギー推

進・脱炭素の理念に基づき、太陽光発電事業の申請に至りました。 

申請地は付近に高い建物が無く、日照を十分に得ることができる

ため、事業地として選定しました。 

農地の区分は、農地の広がりが１０ha 未満の第２種農地であり、

土地の代替性が無いため許可基準に該当します。 

取水、排水はなく、雨水は自然浸透です。スクリーンをご覧くださ

い。 

（写真説明） 

 

以上９件の申請については、他法令の許認可の見込みや資金計画

の妥当性等により転用の確実性も問題はないと考えられます。 

なお、３番の案件については面積が３０アールを超えるため、県の

常設審議委員会に意見を求めます。ご審議よろしくお願いいたしま

す。 

 

ただ今の事務局の説明に関連して、事前調査委員長から調査の結

果をお願いします。北部調査委員長お願いします。 

 

今回北部は、一般住宅が２件、倉庫兼資材置場が１件、砂利採取及

び表土置場が１件の合計４件の申請がありました。 

書類審査及び現地調査を行いましたが、申請書類に不備はなく、許

可基準を満たしており、周辺農地への影響はないと思われるため、許

可することが妥当であると考えます。 

以上が調査内容の報告であります。皆様のご審議よろしくお願い

します。 

 

ありがとうございました。南部調査委員長お願いします。 

 

今回南部は、一般住宅が２件、資材置場が１件、太陽光発電設備が

２件、合計５件の申請がありました。 

書類審査及び現地調査を行いましたが、申請書類に不備はなく、許

可基準を満たしており、周辺農地への影響はないと思われるため、許
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議  長 

 

 

巻島委員 

 

 

 

議  長 

 

大塚委員 

 

 

 

議  長 

 

田谷委員 

 

 

 

議  長 

 

生澤委員 

 

 

 

 

議  長 

 

毛塚委員 

 

 

 

議  長 

 

青木委員 

可することが妥当であると考えます。 

以上が調査内容の報告であります。皆様のご審議よろしくお願い

します。 

 

ありがとうございました。ここで地元委員の意見を伺います。 

番号１番、2 番について、１５番巻島委員お願いします。 

 

１５番巻島です。 

１番、2 番の案件ですが、事務局および調査委員長の説明のとおり

です。皆様のご審議よろしくお願いします。 

 

番号３番について、６番大塚委員お願いします。 

 

６番大塚です。 

３番の案件ですが、事務局および調査委員長の説明のとおりで、特

に問題ないと思われます。ご審議の程よろしくお願いします。 

 

番号 4 番について、１０番田谷委員お願いします。 

 

１０番田谷です。 

４番の案件ですが、事務局および調査委員長の説明のとおりです。

特に問題ないと思われます。ご審議よろしくお願いします。 

 

番号５番について、１３番生澤委員お願いします。 

 

１３番生澤です。 

５番の案件ですが、現地確認してきました。事務局および調査委員

長の説明のとおり、問題ないと思われます。よろしくご審議お願いし

ます。 

 

番号６番について、８番毛塚委員お願いします。 

 

８番毛塚です。 

６番の案件ですが、事務局および調査委員長の説明のとおりです。

何の問題もないと思われます。ご審議の程よろしくお願いします。 

 

番号７番について、9 番青木委員お願いします。 

 

９番青木です。 
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.議  長 

 

中田委員 

 

 

 

 

議  長 

 

 

 

議  長 

 

 

 

 

議  長 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

岡主任 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７番の案件ですが、事務局および調査委員長の説明のとおりです。

何の問題もないと思われますので、ご審議よろしくお願いします。 

番号８番、９番について、１９番中田委員お願いします。 

 

１９番中田です。 

８番、９番の案件ですが、事務局および調査委員長の説明のとおり

で、何の問題もないかと思われます。ご審議の程よろしくお願いしま

す。 

 

ありがとうございました。 

これより質疑に入ります。発言のある方は挙手をお願いします。 

（質疑なし） 

 

発言がないようですので、採決いたします。 

議案第３号について、原案のとおり許可することにご異議ござい

ませんか。 

（異議なしの声） 

 

異議なしと認め、議案第３号は、原案のとおり許可することに決定

いたしました。 

なお、3 番の案件については、３０アールを超えますので、県農業

会議常設審議委員会に意見を求め、許可相当の回答を受理した後、許

可することといたします。 

 

次に、議案第４号「非農地証明願いについて」を、議題とします。

事務局より議案の説明をお願いします。 

 

議案書の９ページをご覧ください。 

今回は、２件の申請がありました。願出人・土地の表示等について

は記載のとおりです。 

 

１番については、地図は１１ページです。 

申請地は１筆で、航空写真等により、平成１１年以前から宅地とし

て利用されてきたことが確認できております。スクリーンをご覧く

ださい。 

（写真説明） 

 

２番については、地図は１２ページです。 

申請地は３筆で、航空写真等により、平成６年以前から宅地として
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議  長 

 

 

南部調査委員長 

（大谷委員） 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

石塚職代 

 

 

 

議  長 

 

大谷委員 

 

 

 

議  長 

 

 

 

議  長 

 

 

 

 

議  長 

利用されてきたことが確認できております。スクリーンをご覧くだ

さい。 

（写真説明） 

 

ただ今の事務局の説明に関連して、事前調査委員長から調査の結

果をお願いします。南部調査委員長お願いします。 

 

今回南部は、２件の申請がありました。 

２件とも２０年以上、宅地として利用されてきたことを理由とし

ております。 

書類審査及び現地調査を行いましたが、農地への復元が容易でな

いと認められるため、非農地証明をすることは妥当であると考えま

す。 

以上が調査内容の報告であります。皆様のご審議よろしくお願い

します。 

 

ありがとうございました。ここで地元委員の意見を伺います。 

番号１番について、３番石塚職務代理者お願いします。 

 

３番石塚です。 

１番の案件ですが、事務局および調査委員長の説明のとおりです。

何も問題ないと思われます。ご審議よろしくお願いします。 

 

番号２番について、1６番大谷委員お願いします。 

 

１６番大谷です。 

２番の案件ですが、事務局および調査委員長の説明のとおりです。

何も問題ないと思われます。ご審議の程よろしくお願いします。 

 

ありがとうございました。 

これより、質疑に入ります。発言のある方は挙手をお願いします。 

（質疑なし） 

 

発言がないようですので、採決いたします。 

議案第４号について、原案の通り証明することにご異議ございま

せんか。 

（異議なしの声） 

 

異議なしと認め、議案第４号は、原案のとおり証明することに決定
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議  長 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

佐藤主査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

いたしました。 

 

次に、議案第５号「栃木市農業振興地域整備計画の変更（軽微な変

更）について」を議題とします。 

なお、番号３番につきましては、５番小林委員に関係する案件であ

ります。農業委員会等に関する法律第３１条の「議事参与の制限」の

規定に基づき、審議に加われませんので、番号３番とそれ以外に分け

て審議いたします。 

 

最初に、番号 1 番、2 番について審議いたします。事務局より議

案の説明をお願いします。 

 

議案書の 11 ページをご覧ください。 

今回は、３件の申請がありました。 申請者・土地の表示等につい

ては記載のとおりです。 

 

１番、２番については、同一の事業者がトイレ兼更衣室及び駐車場

のための申出です。 

地図は１３ページです。 

事業計画者は、木野地町において家族４人と従業員２０名（内男性

3 名）で施設園芸トマト、水稲、その他野菜（ネギ、ナス、オクラ等）

を栽培する認定農業法人です。 

現在、農作業で作業着が汚れたり、汗をかいて着替える必要がある

時はハウスの片隅や自家用車の中で着替えを行っております。また、

作業途中でトイレに行く際は、自宅や近所の公園のトイレを利用し

ております。また、1 番のトマトハウスでは 9 台、２番のトマトハ

ウスでは 10 台の従業員駐車場を確保する必要があります。 

そのため、従業員の職場環境の改善と、農作業の効率化を図るた

め、既存のトマトハウスの横にトイレ兼更衣室及び駐車場を整備す

ることを計画いたしました。 

用途変更後は、農地転用の申請がなされると思われます。農用地利

用計画において指定された農業用施設の用途に供するため、許可基

準に該当すると考えられます。スクリーンをご覧ください。 

（写真説明） 

 

以上で説明を終わります。ご審議よろしくお願いいたします。 

 

ただ今の事務局の説明に関連して、除外調査委員長から調査の結

果をお願いします。 
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除外調査委員長

（五十畑職代） 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

 

議  長 

 

 

 

 

議  長 

 

 

議  長 

 

 

 

 

議  長 

 

佐藤主査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２番の五十畑です。 

今回は、私と若色会長、石塚職代の３名と事務局２名で、１８日木

曜日、書類審査及び現地調査を行いました。 

それでは、調査の結果を報告いたします。 

今回は、２件の申出がありました。トイレ兼更衣室及び駐車場が２

件です。 

書類審査及び現地調査の結果、周辺農地への影響は少ないと考え

られますので、変更することに「適」と判断しましたが、委員の皆様

の慎重なご審議をお願いいたします。 

 

ありがとうございました。 

これより、質疑に入ります。発言のある方は挙手をお願いします。 

（質疑なし） 

 

発言がないようですので、採決いたします。 

番号 1 番、２番について、本委員会は「意見なし」として回答す

ることにご異議ございませんか。 

（異議なしの声） 

 

異議なしと認め、「意見なし」として回答することに決定いたしま

した。 

 

次に、番号３番について審議いたします。 

先ほど申し上げたとおり、小林委員におかれましては、当該案件の

審議開始から終了するまで退席してください。。 

（5 番小林委員退席） 

 

事務局より番号３番について説明をお願いします。 

 

３番については、駐車場のための申出です。地図は 14 ページで

す。 

事業計画者は、大平町西山田にてぶどうの栽培を行う農業者です。

現在直売所に隣接する駐車場は１２台分しかなく、時間帯によって

は駐車場が満車となり、駐車待ちで渋滞し、近隣に迷惑をかけている

状態です。従業員用１０台分及び来客用駐車スペース２９台、合計３

９台分の駐車スペースが必要な状況です。 

申請地は現在の直売所から道を挟んだ向かい側の隣接地であり、

十分な面積を確保できることから事業計画地としました。 
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議  長 

 

 

除外調査委員長 

（五十畑職代） 

 

 

 

議  長 

 

 

 

議  長 

 

 

 

 

議  長 

 

 

議  長 

 

 

 

議  長 

 

 

佐藤主査 

 

 

 

 

用途変更後は、農地転用の申請がなされると思われます。農用地利

用計画において指定された農業用施設の用途に供するため、許可基

準に該当すると考えられます。スクリーンをご覧ください。 

（写真説明） 

 

以上で説明を終わります。ご審議よろしくお願いします。 

 

ただ今の事務局の説明に関連して、除外調査委員長から調査の結

果をお願いします。 

 

今回は、１件の申出がありました。駐車場が１件です。 

書類審査及び現地調査の結果、周辺農地への影響は少ないと考え

られますので、変更することに「適」と判断しましたが、委員の皆様

の慎重なご審議をお願いいたします。 

 

ありがとうございました。 

これより、質疑に入ります。発言のある方は挙手をお願いします。 

（質疑なし） 

 

発言がないようですので、採決いたします。 

番号３番について、本委員会は「意見なし」として回答することに

ご異議ございませんか。 

（異議なしの声） 

 

異議なしと認め、「意見なし」として回答することに決定いたしま

した。 

 

これより小林委員の入室を認めます。 

事務局は小林委員に入室することを伝えてください。 

（5 番小林委員着席） 

 

次に、議案第６号「栃木市農業振興地域整備計画の変更について

（除外）」を議題とします。事務局より議案の説明をお願いします。 

 

議案書の 13 ページをご覧ください。 

今回は、６件の申請がありました。 申請者・土地の表示等につい

ては記載のとおりです。 

 

１番については、幼稚園敷地拡張のための申出です。地図は 1５ペ
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ージです。 

事業計画者は、幼稚園を営んでおります。 

現在、二農家と契約を結び、ジャガイモ及びサツマイモ等の収穫体

験をしておりますが、遠方であるためマイクロバス等を利用してい

ます。昨今の燃料費高騰により予算を圧迫しております。 

また、自然環境豊かな多目的広場を構築し、精神的に心豊かな園児

や乳児を育成したいと思っておりますが、既存の園庭には遊具が設

置され、運動用グランドとして利用していることから、外の用途とし

て利用できません。 

そのため、幼稚園の隣接地である今回の申出地へ農園及び多目的

広場を造成することを計画いたしました。 

農振除外後の農地区分は、農地の広がり 10ha 以上の第１種農地

でありますが、既存敷地の拡張の不許可の例外規定に該当すると考

えられます。 スクリーンをご覧ください。 

（写真説明） 

 

２番については、説明の都合上、６番の後で説明させていただきた

いと思いますのでよろしくお願いします。 

 

３番については、駐車場及び資材置場のための申出です。地図は 1

７ページです。 

事業計画者は、解体工事の専門業者として経営しており、令和５年

に申出地の近接地に移転しました。 

移転した本社敷地は 5,518 ㎡ありますが、大型重機及び特殊機器

と資材置場、社員駐車場及び外注業者駐車場の確保に日々苦心して

おります。解体業の近況は高度成長期に建設された建物や公共施設

の解体整備が多くなっており、公共インフラ及び大型建築物の老朽

化等が社会問題になっており、その解体工事を行うためには大型か

つ専門性の高い重機が必要となり、社会的需要に応えるため、事業拡

大を行う必要があります。 

そのため、大型重機及び特殊機器と資材置場、社員駐車場及び外注

業者駐車場を新たに整備することを計画しました。 

申出地は本社から近接地でもあることから、今回の申出地が適地

と判断しました。 

農振除外後の農地区分は、農地の広がり 10ha 以上の第１種農地

でありますが、隣接地する土地と一体として同一の事業目的に供す

るため、不許可の例外規定に該当すると考えられます。スクリーンを

ご覧ください。 

（写真説明） 
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４番については、一般住宅のための申出です。地図は１８ページで

す。 

事業計画者は、市内の借家に夫婦と子供２人の４人で居住してお

ります。夫婦で妻の祖父母の農業を手伝いながら、家族や祖父母とと

もに子供たちの成長を見守り農育や食育などに積極的に関われる生

活環境を求め、妻の祖父母宅近くでの住宅建築を計画しました。 

祖父母に相談したところ申出地を提供しても良いとの返事を貰え

たこともあり、今回の申出地が適地と判断しました。 

農振除外後の農地区分は、農地の広がり 10ha 以上の第１種農地

でありますが、集落に接続し、土地の代替性が無いため、不許可の例

外規定に該当すると考えられます。スクリーンをご覧ください。 

（写真説明） 

 

５番については、農家住宅のための申出です。地図は 1９ページで

す。 

事業計画者は、ニラを栽培する農業者です。 

今回住宅の老朽化に伴い建て替えを考え、土地の整理をしたとこ

ろ、住宅敷地の一部が農地であることが判明したことから是正によ

る申出となります。 

農振除外後の農地区分は、農地の広がり 10ha 以上の第１種農地

でありますが、集落に接続し、土地の代替性が無いため、不許可の例

外規定に該当すると考えられます。スクリーンをご覧ください。 

（写真説明） 

 

６番については、一般住宅のための申出です。地図は 20 ページ

です。 

事業計画者は、現在宇都宮市内の借家にて生活しておりますが、自

己用住宅に住むことにより生活環境を整え、また、大平町西水代に母

が一人暮らしであること、近隣に祖父母もおり、高齢で介護の必要性

もあることから、住宅の建築を計画しました。 

母や、祖父母の住宅の近隣であり、母方の祖父から土地を提供して

もらえることから今回の申請地が適地と判断しました。 

農振除外後の農地区分は、農地の広がり 10ha 以上の第１種農地

でありますが、集落に接続し、土地の代替性が無いため、不許可の例

外規定に該当すると考えられます。スクリーンをご覧ください。 

（写真説明） 

 

２番については、事業計画は全体で約 26.6ha の産業団地造成を
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産業基盤整備課 

基盤整備係見目係長 

 

佐藤主査 

 

 

議  長 

 

 

除外調査委員長 

（五十畑職代） 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

 

議  長 

 

 

 

 

議  長 

 

 

目的に、市街化区域編入を行うための申出です。地図は１６ページで

す。 

申出地は、栃木ＩＣに近接しており、水害や地震等の自然災害が少

ないことから、データセンターの誘致を最優先とした上で、製造業及

び運輸倉庫業の誘致を見込んでおります。 

除外後は、都市計画決定がなされる予定です。スクリーンをご覧く

ださい。 

（写真説明） 

 

また、本件について担当課である産業基盤整備課に事業の詳細に

ついて説明をお願いしております。見目係長お願いします。 

（産業基盤整備課より事業の詳細の説明） 

 

 

以上で説明を終わります。除外後は農地転用の申請がなされると

思われます。ご審議よろしくお願いいたします。 

 

ただ今の事務局の説明に関連して、除外調査委員長から調査の結

果をお願いします。 

 

今回は、６件の申出がありました。 

一般住宅が２件、農家住宅が１件、幼稚園敷地拡張が１件、駐車場

兼資材置場が１件、産業団地造成が１件です。 

書類審査及び現地調査の結果、周辺農地への影響は少ないと考え

られますので、変更することに「適」と判断しましたが、委員の皆様

の慎重なご審議をお願いいたします。 

 

ありがとうございました。 

これより、質疑に入ります。発言のある方は挙手をお願いします。 

（質疑なし） 

 

発言がないようですので、採決いたします。 

議案第 6 号について、本委員会は「意見なし」として回答するこ

とにご異議ございませんか。 

（異議なしの声） 

 

異議なしと認め、議案第６号は「意見なし」として回答することに

決定いたしました。 
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議  長 

 

 

 

佐藤主査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

除外調査委員長 

（五十畑職代） 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

 

議  長 

 

 

次に、議案第７号「栃木市農業振興地域整備計画の変更（非農地証

明見込地）について」を議題とします。事務局より議案の説明をお願

いします。 

 

議案書の 16 ページをご覧ください。 

今回は、２件の申請がありました。 申請者・土地の表示等につい

ては記載のとおりです。 

１番については、地図は２１ページです。 

このたび、自己住宅敷地の地目整理をしていたところ、申出地の一

部が宅地として利用していたことが判明したため、是正の申出です。 

スクリーンをご覧ください。 

（写真説明） 

 

２番については、地図は２２ページです。 

このたび、親の住宅の相続に伴い土地の地目整理をしていたとこ

ろ、申出地の一部が宅地として利用していたことが判明したため、是

正の申出です。スクリーンをご覧ください。 

（写真説明） 

 

以上で説明を終わります。いずれも、農振除外後は非農地証明の申

請がなされると思われます。ご審議よろしくお願いいたします。 

 

ただ今の事務局の説明に関連して、除外調査委員長から調査の結

果をお願いします。 

 

今回は、２件の申出がありました。 

いずれも２０年以上宅地として利用されてきたことを理由として

おります。 

書類審査及び現地調査を行いましたが、農地への復元が容易でな

いと認められますので変更することに「適」と判断しましたが、委員

の皆様の慎重なご審議をお願いいたします。 

 

ありがとうございました。 

これより、質疑に入ります。発言のある方は挙手をお願いします。 

（質疑なし） 

 

発言がないようですので、採決いたします。 

議案第７号について、本委員会は「意見なし」として回答すること

にご異議ございませんか。 
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議  長 

 

 

議  長 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

議  長 

 

 

 

 

議  長 

 

 

議  長 

 

 

 

議  長 

 

 

議  長 

 

 

議  長 

 

 

 

 

議  長 

 

（異議なしの声） 

 

異議なしと認め、議案第 7 号は「意見なし」として回答すること

に決定いたしました。 

 

次に、議案第８号「農地中間管理事業の推進に関する法律により市

が作成する農用地利用集積等促進計画案に対する意見について」を

議題とします。 

 県農地中間管理機構に関する１３７件であります。事務局の説明

は省略します。 

 

これより、質疑に入ります。発言のある方は、挙手をお願いします。 

（質疑なし） 

 

発言がないようですので、採決いたします。 

議案第８号について、原案のとおり承認することにご異議ござい

ませんか。 

（異議なしの声） 

 

異議なしと認め、議案第８号は原案のとおり承認することに決定

いたしました。 

 

次に、議案第９号「農地中間管理事業の推進に関する法律による農

用地利用集積等促進計画作成（所有権の移転）に係る要請について」

を議題とします。 

 

県農業振興公社に関する４件であります。事務局の説明は省略し

ます。 

 

これより、質疑に入ります。発言のある方は、挙手をお願いします。 

（質疑なし） 

 

発言がないようですので、採決いたします。 

議案第９号について、原案のとおり承認することにご異議ござい

ませんか。 

（異議なしの声） 

 

異議なしと認め、議案第９号は、原案のとおり承認することに決定

いたしました。 
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議  長 

 

 

 

議  長 

 

議  長 

 

 

 

 

議  長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に日程第４報告事項に入ります。 

報告第１号から、報告第４号までを一括報告とします。事務局の説

明は省略します。 

 

報告事項について発言のある方は、挙手をお願いします。 

（質疑なし） 

発言がないようですので、報告事項を終わります。 

以上で、本日の議案の審議並びに報告事項はすべて終了いたしま

した。その他、皆さんから何かございますか。 

（質疑なし） 

 

発言がないようですので、以上をもちまして、令和７年９月栃木市

農業委員会総会を閉会いたします。 

 

［閉 会 午後３時５０分] 

 

 

議事録を証するため下記署名いたします。 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

 

農業委員会長                   (若 色) 

 

 

署 名 委 員                   (毛 塚) 

 

 

署 名 委 員                     (青 木) 

  

 


